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(57)【要約】
　様々な種類のエネルギーから変換された熱エネルギー
を貯蔵した後、電気エネルギーに変換できるシステム、
方法および装置である。上記電気エネルギーは、需要に
応じて利用可能であり、またユーザーが要求する電力量
（電力レベルや電力の種類）で利用可能なものである。
例えば、上記電気エネルギーは、特定の電圧や、直流ま
たは交流にて利用可能でなものである。上記電気エネル
ギーは、容易に伝送され、ユーザーの所望の場所で利用
可能である。例えば、上記システム、方法およびデバイ
スは、少なくとも特定の応用に対して、電気伝送のため
の必要性を無くすまたは低減できる。本発明の各実施形
態では、上記システムは、熱エネルギーを貯蔵するため
の有機の相転移物質を含んでもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱エネルギーを電気エネルギーに変換するためのシステムであって、
　上記システムは、
　熱電発電機と、
　上記熱電発電機の第一側面に接している高温貯蔵部と、
　上記熱電発電機の第二側面に接している低温貯蔵部と、
　上記高温貯蔵部を高温にて維持するための高温再生機と、
　上記低温貯蔵部を低温にて維持するための低温再生機とを備え、
　上記高温貯蔵部および上記低温貯蔵部の温度の違いが、上記電気エネルギーを生成する
上記熱電発電機の上記第一側面および上記第二側面の間の温度差を形成していることを特
徴とする熱エネルギーを電気エネルギーに変換するためのシステム。
【請求項２】
　上記高温貯蔵部および低温貯蔵部は、相転移物質であることを特徴とする請求項１に記
載のシステム。
【請求項３】
　上記電気エネルギーは、直流であることを特徴とする請求項１または２に記載のシステ
ム。
【請求項４】
　上記熱として貯蔵されるエネルギーは、温水器や空調器などの他の機器を熱すること、
または冷ますことに用いられたものであることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載のシステム。
【請求項５】
　上記高温再生機は、上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差を形成するために、一側
面上に上記高温貯蔵部を用い、上記一側面と異なる他の側面に環境温度を用いる熱電発電
機を備え、上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差が、電気エネルギーを生成している
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　上記高温再生機の電気エネルギーは、上記高温貯蔵部を高温に保つためのヒーターに電
力を供給するように用いられていることを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　上記低温再生機は、上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差を形成するために、一側
面上に上記低温貯蔵部を用い、上記一側面とは他の側面上に環境温度を用いる熱電発電機
を備え、上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差が、電気エネルギーを生成しているこ
とを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
　上記低温再生機の電気エネルギーは、上記低温貯蔵部を低温に保つための冷却装置に電
力を供給するように用いられていることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱エネルギーを電気エネルギーに変換、および温度差を電気エネルギーに変
換することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発電プラント（例えば、天然ガス、石炭、石油、原子力など）の熱源によって生成され
る無駄に消耗され得るエネルギー量を減らして、上記発電プラントを、再生可能および／
またはクリーンなエネルギー源に置き換えることがより重要になっている。
【０００３】
　現在の再生可能で置換可能なクリーンなエネルギー技術が直面している課題は、ほとん
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どの場合、置き換えようと試みている従来技術よりも複雑であることである。これら従来
技術のほとんどは、電気の代替生成に焦点が当てられている。
【０００４】
　そして、電気エネルギーへの変換から、そのエネルギーを実際に使用するまでの間の数
多くの各工程によって、消費者がエネルギーを手にいれるまでに、非効率な変換のほとん
どが生じているという事実が見逃されている。
【０００５】
　新しい技術および古い技術の双方において、無駄に消耗されるエネルギーの分野におい
て、上記分野を開発、展開、維持することの各投資は、それらのすべてにおいて投資した
分を回収できていない。
【０００６】
　局所化され、維持可能で、および／または再生可能はクリーンなエネルギーが効率よく
貯蔵され、その後、必要に応じて電気エネルギーに変換されることに関する、改善された
システム、デバイスおよび／または方法に対する必要性が存在している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、本明細書内に記載の考察から明らかになるように、先行技術文献の上記各問
題点の少なくとも１つを克服および／または改善することに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の各実施形態は、種々なエネルギーを熱エネルギ
ーに変換して貯蔵し、その後、上記熱エネルギーを電気エネルギーに変換することに関し
ている。各実施形態では、電気エネルギーは、需要に応じて利用可能であってもよく、お
よび／または、ユーザが所望する電力への各要求（例えば、電力レベルおよび／または電
力タイプ）に応じて利用可能であってもよい。例えば、上記電気エネルギーは、特定の電
圧で、直流（ＤＣ）エネルギーおよび交流（ＡＣ）エネルギーの何れか一方であってもよ
い。
【０００９】
　本発明の各実施形態では、上記電気エンルギーは、容易に伝送され得るので、ユーザの
所望する位置にて利用可能にできる。例えば、本発明の各実施形態では、本発明のシステ
ム、方法および／またはデバイスは、特定の応用のための電力の伝送のための必要性を低
減または抑制でき得る。
【００１０】
　本発明の各実施形態では、上記熱エネルギーは局所的に貯蔵されていてもよい。本発明
の各実施形態では、上記システムは、上記熱エネルギーを貯蔵するために有機の相転移物
質を含んでいてもよい。
【００１１】
　本発明の各実施形態では、２つの熱タイプ（ホット（高温）とコールド（低温））の各
集合体（mass）を用いることができる。本発明の各実施形態では、上記相転移物質の１つ
または双方は、予め、エネルギーが前充填されて、末端ユーザにより消費されるために用
意された準備状態にてユーザに提供されてもよい。
【００１２】
　本発明の各実施形態では、熱エネルギーを電気エネルギーに変換するためのシステムは
、熱電発電機と、上記熱電発電機の第一側面に接している高温貯蔵部と、上記熱電発電機
の第二側面に接している低温貯蔵部と、上記高温貯蔵部を高温にて維持するための高温再
生機と、上記低温貯蔵部を低温にて維持するための低温再生機とを備えていてもよい。上
記高温貯蔵部および上記低温貯蔵部の温度の違いが、上記電気エネルギーを生成する上記
熱電発電機の上記第一側面および上記第二側面の間の温度差を形成している。
【００１３】
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　本発明の各実施形態では、上記高温貯蔵部および低温貯蔵部は相転移物質である。
【００１４】
　本発明の各実施形態では、上記電気エネルギーは直流である。
【００１５】
　本発明の各実施形態では、上記高温再生機は、上記熱電発電機を横切る方向の間の温度
差を形成するために、一側面上に上記高温貯蔵部を用い、上記一側面と異なる他の側面に
環境温度（室温）を用いる熱電発電機を備えている。上記熱電発電機を横切る方向の間の
温度差が、電気エネルギーを生成している。
【００１６】
　本発明の各実施形態では、上記高温再生機の電気エネルギーは、上記高温貯蔵部を高温
に保つためのヒーターに電力を供給するように用いられている。
【００１７】
　本発明の各実施形態では、上記低温再生機は、上記熱電発電機を横切る方向の間の温度
差を形成するために、一側面上に上記低温貯蔵部を用い、上記一側面とは他の側面上に環
境温度を用いる熱電発電機を備えている。上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差が、
電気エネルギーを生成している。
【００１８】
　本発明の各実施形態では、上記低温再生機の電気エネルギーは上記低温貯蔵部を低温に
保つための冷却装置に電力を供給するように用いられている。
【００１９】
　本発明の各実施形態では、熱エネルギーを電気エネルギーに変換するためのシステムは
、温度差を電気エネルギーに変換するための熱電発電手段、上記熱電発電手段の第一側面
に接して熱エネルギーを貯蔵するための高温貯蔵手段、上記熱電発電手段の第二側面に接
して熱エネルギーを貯蔵するための低温貯蔵手段、上記高温貯蔵手段を高温にて維持する
ための高温再生手段、および、上記低温貯蔵手段を低温にて維持するための低温再生手段
を備えていてもよい。上記高温貯蔵手段および上記低温貯蔵手段の温度の違いが、上記電
気エネルギーを生成する上記熱電発電手段の上記第一側面および上記第二側面の間の温度
差を形成している。
【００２０】
　本発明の各実施形態では、上記高温貯蔵手段および低温貯蔵手段は相転移物質である。
【００２１】
　本発明の各実施形態では、上記電気エネルギーは直流である。
【００２２】
　本発明の各実施形態では、上記高温再生手段は、上記熱電発電手段を横切る方向の間の
温度差を形成するために、一側面上に上記高温貯蔵手段を用い、上記一側面と異なる他の
側面に環境温度を用いる熱電発電手段を備えている。上記熱電発電手段を横切る方向の間
の温度差が、電気エネルギーを生成している。
【００２３】
　本発明の各実施形態では、上記高温再生手段の電気エネルギーは、上記高温貯蔵手段を
高温に保つための加熱手段に電力を供給するように用いられている。
【００２４】
　本発明の各実施形態では、上記低温再生手段は、上記熱電発電手段を横切る方向の間の
温度差を形成するために、一側面上に上記低温貯蔵手段を用い、上記一側面とは他の側面
上に環境温度を用いる熱電発電手段を備えている。温度差を電気エネルギーに変換するた
めの上記熱電発電手段を横切る方向の間の温度差が、電気エネルギーを生成している。
【００２５】
　本発明の各実施形態では、熱エネルギーを貯蔵するための上記低温再生手段の電気エネ
ルギーは上記低温貯蔵手段を低温に保つための冷却装置に電力を供給するように用いられ
ている。
【００２６】
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　上記概要にて記述された各実施形態と同様に、他の各実施形態は、本願明細書、本願の
図面および本願の各請求項において記述されている。上記概要は、本発明の開示により図
られる、個々の実施形態、それらの組み合わせ、または、それらの各変形例の全てを意味
していない。
【００２７】
　本発明の各実施形態は、添付した各図面を参照して、単なる例示してのみ、後述される
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図である。
【図２】本発明の他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図である
。
【図３】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。
【図４】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。
【図５】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。
【図６】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。
【図７】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。
【図８】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。
【図９】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。
【図１０】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
【図１１】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
【図１２】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
【図１３】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
【図１４】本発明に係る熱電エネルギーの生成システムの実施例に用いられてもよい熱電
装置の一実施形態の分解斜視図である。
【図１５】本発明に係る熱電エネルギーの生成システムの実施例に用いられてもよい熱電
装置の一実施形態の斜視図である。
【図１６】本発明に係る熱電エネルギーの生成システムの実施例に用いられてもよい熱電
装置の一実施形態の平面図である。
【図１７】本発明に係る熱電エネルギーの生成システムの実施例に用いられてもよい熱電
装置の一の施形態の断面図である。
【図１８】本発明に係る熱電エネルギーの生成システムの実施例に用いられてもよい、各
半導体ポストの一実施形態の斜視図である。
【図１９】本発明に係る熱電エネルギーの生成システムの実施例に用いられてもよい、各
半導体ポストの一実施形態の平面図である。
【図２０】本発明に係る熱電エネルギーの生成システムの実施例に用いられてもよい、各
半導体ポストの一実施形態の断面図である。
【図２１】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
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【図２２】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
【図２３】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
【図２４】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
【図２５】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。
【図２６】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図であり、上記システムは、収集される熱源として廃棄核燃料棒を用いる。
【図２７】本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略分解
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本明細書に記載された各実施形態は、種々なタイプのエネルギーを、貯蔵されてもよい
熱エネルギーに変換し、および／または、その変換後、上記熱エネルギーを電気エネルギ
ーに変換することに関する。本明細書の読了後、当業者であれば容易に理解されるように
、本明細書に記載された各実施形態は、経済的な理由と同様に環境に対して有益なものに
できる。
【００３０】
　上記各実施形態では、上記電気エンルギーは、容易に伝送され得るので、ユーザの所望
する位置にて利用可能にできるので、上記伝送コストなどを低減できる。上記各実施形態
では、本発明のシステム、方法および／またはデバイスは、特定の応用のための電力の伝
送のための必要性を低減または抑制でき得るので、化石燃料に基づく電力生成のための日
調整を低減または抑制できる。
【００３１】
　本発明の各実施形態では、上記熱エネルギーは、局所的に貯蔵されていてもよく、よっ
て、移動可能なものできる。本発明の各実施形態では、上記システムは、上記熱エネルギ
ーを貯蔵するために有機の相転移物質を含んでいてもよく、それゆえ、上記システムによ
って生成される、生分解できない廃棄物を低減できる。他の利点については、当業者であ
れば明白であろう。
【００３２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図である
。図１に含まれる上記システムは、熱電発電機（Ａ）を含む。上記熱電発電機の一側面は
、高温貯蔵部（Ｂ）に接触した状態に配置される一方、上記熱電発電機の他の側面は、低
温貯蔵部（Ｃ）に接触した状態に配置される。
【００３３】
　上記高温貯蔵部（Ｂ）および上記低温貯蔵部（Ｃ）の各温度の違いが、電気的な出力を
発生する上記熱電発電機（Ａ）の２つの各側面の間の大きな温度差を生成する。例えば、
図１の実施形態では、電気的な出力は、正と負との各極（ａ１，ａ２）との間に流れる直
流（Ａ）によって確認される。
【００３４】
　熱電発電機は、熱（例えば、本明細書に記載のように温度差）を、「熱電効果」と呼ば
れる現象を用いて、電気エネルギーに変換するデバイスである。
【００３５】
　図１に図示されるもののような各実施形態では、上記高温貯蔵部（Ｂ）は、高温再生機
（Ｄ）を採用することによって高温を維持されてもよい。各実施形態では、上記高温再生
機（Ｄ）は、熱電発電機（Ａ１）を含んでもよい。
【００３６】
　上記熱電発電機（Ａ１）は、上記熱電発電機（Ａ）と実質的に同様な方法にて動作する
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が、上記熱電発電機（Ａ１）は、その一側面上に上記高温貯蔵部（Ｂ）を、他の側面上に
環境温度（Ｉ）を用いて、上記熱電発電機（Ａ１）を横切る方向の温度差を生成するため
に用いられる点が、上記熱電発電機（Ａ）と異なる。
【００３７】
　上記熱電発電機（Ａ１）を横切る方向の上記温度差は、直流（Ｄ）によって確認される
電気的な出力を発生する。上記熱電発電機（Ａ１）の上記電気的な出力は、高温貯蔵部（
Ｂ）を高温に維持するために用いられ得るヒーター（Ｅ）に電力を供給するために用いら
れてもよい。
【００３８】
　同様に、図１に図示されるように各実施形態では、上記低音貯蔵部（Ｃ）は、低温再生
機（Ｆ）を採用することによって低温を維持されてもよい。各実施形態では、上記低温再
生機（Ｆ）は、熱電発電機（Ａ２）を含んでいてもよい。
【００３９】
　上記熱電発電機（Ａ２）は、上記熱電発電機（Ａ）と実質的に同様な方法にて動作する
が、上記熱電発電機（Ａ２）は、その一側面上に上記低温貯蔵部（Ｃ）を、他の側面上に
環境温度（Ｉ）を用いて、上記熱電発電機（Ａ２）を横切る方向の温度差を生成するため
に用いられる点が、上記熱電発電機（Ａ）と異なる。
【００４０】
　上記熱電発電機（Ａ２）を横切る方向の上記温度差は、直流（Ｆ）によって確認される
電気的な出力を発生する。上記熱電発電機（Ａ２）の上記電気的な出力は、低温貯蔵部（
Ｃ）を低温に維持するために用いられ得る冷却装置（Ｇ）に電力を供給するために用いら
れてもよい。
【００４１】
　上記各実施形態では、上記高温貯蔵部（Ｂ）と低温貯蔵部（Ｃ）との各表面は、上記各
相転移物質内に貯蔵された熱エネルギーを保存を助けるために、熱絶縁体（Ｈ）により絶
縁されてていてもよい。
【００４２】
　上記各実施形態では、上記相転移物質は、上記所望する温度を達成、かつ、維持するこ
とを許容できる物質の何れであってもよい。多くの相転移物質は、石油製品、塩類または
水から由来する化成品である。これらの相転移物質は、温度範囲の選択肢、封入メソッド
、熱サイクルおよび潜熱容量において限定されている。
【００４３】
　相転移物質は、相転移（例えば、固体化、液化、気化または凝縮）を用いて、比較的一
定の温度で潜熱の大きな熱量を吸収したり、または、放出したりする物質である。相転移
物質類は、固有の特性である潜熱を、延ばされた期間の間、製品の温度の維持を助ける手
段としている。
【００４４】
　上記実施形態では、上記相転移物質は、自然の野菜ベースの相転移物質といった再生源
から製造されてもよい。例えば、各実施形態では、上記相転移物質は、エントロピー　ソ
リューション社で製造され、ピュアテンプ（PureTemp、登録商標）の名前で販売されてい
るタイプのものでもよい。
【００４５】
　相転移物質は、種々の各封入メソッドが採用され得るので、数多くの各応用に使用され
得る。上記各封入メソッドは、例えば、マイクロカプセル化（例えば、１０マイクロメー
タから１０００マイクロメータで、８０－８５％のコア利用率）（例えば、２５、５０、
１００、２００、５００、７００、１０００の各マイクロメータなど）、また、マクロカ
プセル化（例えば、１０００マイクロメータを超え、８０－８５％のコア利用率）（例え
ば、１０００、１５００、２０００、３０００、４０００、５０００以上の各マイクロメ
ータなど）、また、フレキシブルフィルム、金属、硬いパネル、球状などである。当業者
であれば理解されるように、適切な封入メソッドの選択は、数多くの各ファクターに依存
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している。
【００４６】
　各実施形態では、相転移物質のホット側とクール側との間の温度差は、一度といった小
さなものから、数百度に至るまで、電力要求に応じた何れの温度差でもよい。各実施形態
では、上記相転移物質は、５グラムの相転移物質により、１ワットの電力を生成できるも
のでもよく、また、９キログラムの相転移物質により、３．５キロワットの電力を生成で
きるものでもよい。
【００４７】
　各実施形態では、形状的には、上記システムは、携帯電話のバッテリーの形状（例えば
、２２ｍｍ×６０ｍｍ×５．６ｍｍで、１ワット用）（例えば、０．７，０．８，０．９
，１，１．１，１．２，１．３，１．４，１．５，１．６ワット）であってもよく、また
は、より大きな形状（例えば、２１ｃｍ×２１ｃｍ×２１ｃｍで、３．５キロワット用）
（３，３．１，３．２，３．３，３．４，３．５，３．６，３．７，３．８，３．９，４
キロワット用）であってもよい。
【００４８】
　各実施形態では、複数の各熱電発電機が、生成されるエネルギーの量を増加させるため
に、利用されていもよい。例えば、１と１０の間（例えば、１，２，３，４，５，６，７
，８，９，１０，２－４，３－５，４－６など）の各熱電発電機が、携帯電話に使用され
る一方、より大きな３．５キロワットのデバイスは、３００－１０００(例えば、３００
，４００，５００，６００，２００－４００，３００－５００，４００－６００など) の
数の各熱電発電機を用いてもよい。
【００４９】
　図２は、本発明の他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図であ
り、上記熱電エネルギーの生成システムは、エネルギーを環境温度（室温）にて貯蔵でき
るという利点を有する。
【００５０】
　図２に示された実施形態は、以下の相違点以外については図１に示された実施形態とと
同様なものです。相違点は、熱絶縁バリア（Ｋ）が、２つの互いに異なる各環境温度を維
持するために用いられていることです。上記２つの互いに異なる各環境温度は、高温側の
環境温度（Ｉ）、および、低温側の環境温度（Ｊ）です。上記構成は、例えば、高温材料
（Ｂ）が比較的低温に維持されているとき有益なものにできる。この場合、高温側の環境
温度（Ｉ）は、低温側の環境温度（Ｊ）より低温で維持されてもよい。
【００５１】
　図３は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。図３に示された実施形態は、以下の相違点以外については図２に示された実施形
態とと同様なものである。相違点は、高温再生機に代えて、代替の電源（Ｄ）がヒーター
（Ｅ）のために設けられている。上記電源（Ｄ）は、バッテリー、エンジンなどといった
通常の電源の何れであってもよい。
【００５２】
　図４は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。図４に示された実施形態は、以下の相違点以外については図２に示された実施形
態とと同様なものである。相違点は、低温再生機に代えて、代替の電源（Ｆ）が冷却装置
（Ｇ）のために設けられている。上記電源（Ｆ）は、バッテリー、エンジンなどといった
通常の電源の何れであってもよい。
【００５３】
　図５は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。図５に示された実施形態は、以下の相違点以外については図２に示された実施形
態とと同様なものである。相違点は、高温再生機および低温再生機に代えて、上記双方が
代替の電源（Ｄ，Ｆ）がヒーター（Ｅ）および冷却装置（Ｇ）のために設けられている。
上記電源（Ｆ）は、バッテリー、エンジン、太陽電池、地熱発電、電磁力などといった通
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常の電源の何れであってもよい。上記構成は、上記各エネルギー源の双方が、廃棄される
、利用可能な人工の熱エネルギー源であるとき、有益であり得る。この場合、上記システ
ム内に、再生可能な装置を含めることを不要にできる。
【００５４】
　図６は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。図６では、高温源が、代替の高温源（Ｄ）に置き換えられている。各実施形態で
は、上記高温源は、例えば、核燃料棒からの熱、活火山からの溶岩、溶鉱炉からの熱、体
温などであってもよい。
【００５５】
　図７は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。図７では、低温源が、代替の低温源（Ｃ）に置き換えられている。
【００５６】
　図８は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。図８では、高温貯蔵部は、代替の熱源（Ｃ）を用いて、高温が維持されている。
【００５７】
　図９は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面図
である。図９では、高温源および低温源の双方が、代替の高温源（Ｃ）と代替の低温源（
Ｄ）とにそれぞれ置き換えられている。上述されたように、種々な代替の熱源が利用可能
である。
【００５８】
　図１０は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。図８－１０は、相転移物質が、上記代替の熱源が温度において間欠的に不規則
に変動する場合にも存在していること以外、図６および７の各実施形態と同様である。
【００５９】
　図１１は本発明のさらに他の実施形態に係る、熱電発電機、加熱および冷却のシステム
の概略断面図である。図１１は、需要に応じて加熱および冷却を提供するための熱交換機
（Ｊ）を含む以外、図１に図示された実施形態と同様である。
【００６０】
　図１１の実施形態では、高温側取入れ口（Ｌ） および低温側取入れ口（Ｋ）は、上記
高温貯蔵部（Ｂ）または低温貯蔵部（Ｃ）により加熱または冷却された使用された液体ま
たは気体を上記熱交換機（Ｊ）に提供する。上記熱交換機（Ｊ）は、上記低温側取入れ口
（Ｋ）から受け取った上記液体または気体を冷却し、または、さらに、高温側取入れ口（
Ｌ）から受け取った上記液体または気体を加熱する。
【００６１】
　その後、上記液体または気体は、上記熱交換機から高温側取出し口（Ｍ）または低温側
取出し口（Ｎ）を通して、高圧容器またはタンク（Ｏ）に排出される。高圧容器またはタ
ンク（Ｏ）では、上記液体または気体は、ポンプまたはファン（Ｐ）を用いる従来の方法
によって、パイプまたはダクトを通して所望する位置に分配される。上記液体または気体
は、その熱エネルギーが大気中に放出されて加熱される、または冷却され、その後、上記
高温貯蔵部（Ｂ）または低温貯蔵部（Ｃ）に、上記熱交換機（Ｊ）、上記高圧容器または
タンク（Ｏ）および高温側リターン（Ｒ）または低温側リターン（Ｓ）を通して戻される
。本実施形態では、上記熱電発電機（Ａ）からの上記電気エネルギーは、他のデバイスの
ための電力の生成に用いられてもよい。
【００６２】
　図１２は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断面
図である。図１２は、上記熱電発電機（Ａ）から、ポンプまたはファン（Ｐ）にだけ電力
を供給して、他の補助的なデバイスには電力を供給しない点以外、図１１に図示された実
施形態と同様なものである。
【００６３】
　図１３は本発明のさらに他の実施形態に係る熱電発電、加熱および冷却のシステムの概
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略断面図である。本実施形態では、環境温度と低温側の相転移物質との間の上記熱電発電
機は、ファンを運転するための電力を生成している。
【００６４】
　上述された、さらに他の各実施形態の多くは、図２の実施形態に対し単一の変形が施さ
れたものであるが、当業者であれば、同様なまたは同一な変形を、例えば、図１の実施形
態に対して施すことが可能であることは容易に理解されるであろう。その上、上記の種々
な各変形は、それらを互いに組み合わせてさらに他の各実施形態を形成可能である。
【００６５】
　図１４は、上記実施形態の熱電エネルギーの生成システムに利用され得る熱電デバイス
の実施形態を示す分解斜視図である。本実施形態では、一般的でない、たな（シェルフ）
型デバイスに代えて、より効率的な熱電デバイスが使用され得る。
【００６６】
　図１４に記載された本実施形態のさらなる詳細は、図１５から図２０までに見出され得
る。図１５は、上記実施形態の熱電エネルギーの生成システムに利用され得る熱電デバイ
スの実施形態を示す斜視図である。図１６は、上記実施形態の熱電エネルギーの生成シス
テムに利用され得る熱電デバイスの実施形態を示す平面図である。
【００６７】
　図１７は、上記実施形態の熱電エネルギーの生成システムに利用され得る熱電デバイス
の実施形態を示す断面図である。図１８は、熱電デバイスの上記各実施形態に使用され得
る、各半導体ポストの実施形態を示す斜視図である。図１９は、熱電デバイスの上記各実
施形態に使用され得る、各半導体ポストの実施形態を示す平面図である。図２０は、熱電
デバイスの上記各実施形態に使用され得る、各半導体ポストの実施形態を示す断面図であ
る。
【００６８】
　上記熱電デバイス１８、２２、２４は、真空状態の、または実質的に真空状態のチェン
バーを形成するために、上記熱電デバイス１８、２２、２４の両端部をシールする真空シ
ール用の各フォイル（薄膜）を含んでいる。上記チェンバーは、上記真空シール用の各フ
ォイル１が、熱伝導性で、熱可塑性の弾性体で、電気絶縁性の各スキン３の２つの各外縁
上を真空シールするとき、ヒートパイプ用の駆動用流体２を一定量含んでもよい。
【００６９】
　上記各スキン３は、上記チェンバーに合わせるための切欠き部を有して、上記チェンバ
ーに取り付けられている。上記取り付けは、熱伝導性であるが電気絶縁性のエポキシ、導
電性層４および電気入力／出力（Ｉ／Ｏ）層７を用いて行われる。上記各層４、７は、各
空間領域１０より少し小さい。上記各空間領域１０は、狭い溝１１を有する、
　上記各空間領域１０より少し小さく形成された上記各層４、７は、熱伝導性で導電性の
エポキシ、各導電性層４および各電気入力／出力（Ｉ／Ｏ）層７を用いて上記各半導体ポ
スト内に取り付けられ、上記モジュールの一般的な方向が決定される。
【００７０】
　上記各半導体ポストを通して内部ヒートパイプを効果的に追加することによって、種々
な各利点が実現され得る。例えば、各実施形態では、上記各ポスト内のより小さな質量が
、効率を向上させるより小さな熱抵抗率を導き出し、上記各ポスト内の各ホールは、より
多くの電子を流せる表面積を増加させ、および／または、ヒートパイプの潜熱エネルギー
は、上記各ポストの熱抵抗率を低減できて、効率を向上できる。
【００７１】
　本実施形態では、各半導体ポスト５、６のそれぞれは、電気的には互いに直列に、熱的
には互いに並列に、トップ側（頂点側）つまり「高温」側の層として始まるように配置さ
れてもよい。上記直列は、上記頂点側から見たとき、上記層の右の下端部上の、正側の導
電体のＩ／Ｏタブ８として始まる層から開始し、ｎ型の半導体ポスト５に接続し、各型の
各半導体ポスト５、６に交互に接続し、ｐ型の半導体ポスト６との接続で終わる。上記ｐ
型の半導体ポスト６は、上記頂点側から見たとき、上記層の左の下端部上の、負側の導電
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体のＩ／Ｏタブ９に接続されている。
【００７２】
　上記Ｉ／Ｏタブ９は、次の層の、上記頂点側から見たとき、上記層の左側の下端部上の
正側の導電体のＩ／Ｏタブ８に接続され、ｎ型の半導体ポスト５に接続され、各型の各半
導体ポスト５、６に交互に接続され、ｐ型の半導体ポスト６との接続で終わる。上記ｐ型
の半導体ポスト６は、上記頂点側から見たとき、上記層の右の下端部上の、負側の導電体
のＩ／Ｏタブ９に接続されている。
【００７３】
　上記構造は、各層が所望する数に達するまで、層毎に交互に互いに重ね続けてもよい。
本実施形態では、最低層は、ｐ型の半導体ポスト６で終わり、上記ｐ型の半導体ポスト６
は、上記積層の右の下端部上の、負側の導電体のＩ／Ｏタブ９に接続されている。最終の
上記電気入力／出力（Ｉ／Ｏ）層７は、例えば、熱伝導性および導電性のエポキシを用い
て、下端部つまり「低温」側の、熱伝導性の熱可塑性弾性体の電気絶縁性のスキン３に取
り付けられてもよい。上記スキン３は、真空シール用のフォイル１を用いてシールされる
。
【００７４】
　本実施形態では、上記各実施形態の各モジュールは、上記システム内において数多くの
互いに異なる方法で使用されてもよい。例えば、上記熱電デバイスは、エネルギー変換器
として使用されてもよい。上記エネルギー変換器の構成では、（ｉ）高温側エネルギーが
、頂部側に印加され、低温側エネルギーが底部側に印加され、確実に電流が流れることが
達成されたときの、積層された熱電発電機モジュール１８や、(ii)収集源からの正の極性
の入力電流２３が印加されるときの、積層された熱電加熱モジュール２２や、(iii) 収集
源からの負の極性の入力電流２５が印加されるときの、積層された熱電冷却モジュール２
４といったものが挙げられる。
【００７５】
　図２１は、本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断
面図である。図２１の実施形態は、所望する電圧の、正の極性の出力電流２６を達成する
ために、熱電発電機１８の各実施形態の数やサイズを変化させたものである。
【００７６】
　上記熱電発電機１８は、その「高温」側上を熱伝導性で電気絶縁性のエポキシを用いて
、高温側の出力である、熱伝導性のヒートパイプケース１７の平坦で平滑な表面に取り付
けられてれてもよい。また、上記熱電発電機１８は、その「低温」側上を熱伝導性で電気
絶縁性のエポキシを用いて、低温側の出力である、熱伝導性のヒートパイプケース１９の
平坦で平滑な表面に取り付けられてもよい。
【００７７】
　上記各ケースの実質的に完全な接着は、微小な空間の発生を回避、つまり実質的に低減
でき、幾つかの各実施形態では、上記エネルギーの変換の実行を有益にできる。高温側の
出力である、熱伝導性のヒートパイプケース１７と、低温側の出力である、熱伝導性のヒ
ートパイプケース１９との双方は、熱が貯蔵された相転移物質内を空洞のチューブ形状に
て延びてていてもよい。上記チューブ形状のそれぞれは、焼結された層１６を有する。焼
結された層１６は、上記ヒートパイプの駆動用流体１５の狭い内部通路として機能する。
【００７８】
　上記各ヒートパイプは、熱力学の従来公知の方法を用いて設計されてもよく、また、熱
伝送を取り扱う企業からの多くの市販品かた調達したものであってもよい。上記高温側出
力用の、熱伝導性のヒートパイプケース１７の各チューブは、高温側の相転移物質１３の
潜熱の熱エネルギー貯蔵物質内を延びていてもよい。上記相転移物質１３は、狭い温度範
囲で１８０Ｊ／ｇを超える潜熱を備える、高密度にて熱を貯蔵するものである。
【００７９】
　上記低温側出力用の熱伝導性のヒートパイプケース１９の各チューブは、低温側の相転
移物質２１の潜熱の熱エネルギー貯蔵物質内を延びていてもよい。上記相転移物質２１は
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、狭い温度範囲で１８０Ｊ／ｇを超える潜熱を備える、高密度にて熱を貯蔵するものであ
る。本各実施形態では、上記相転移物質は、以下の表１に示される各特定の何れの組み合
わせであってもよい。
【００８０】
【表１】

　本各実施形態では、貯蔵されるエネルギーは、以下の等式を用いて計算され得る。
【００８１】
【数１】
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　貯蔵される潜熱エネルギー（ｋＷ／ｈ）は、相転移物質の体積（ｃｍ３）と上記相転移
物質の密度（ｇ／ｃｍ３）とを掛け合わせ、その後、その積算値に上記相転移物質の潜熱
貯蔵容量（Ｊ／ｇ）を掛け合わせ、その後、その乗算値（Ｊ）を３，６００，００で割る
ことでｋＷ／ｈの値に変換されて得られる。
【００８２】
　上記高温側の相転移物質１３および／または上記低温側の相転移物質２１は、それらの
温度を維持、または実質的に維持することを確保するために、さらなる各ヒートパイプを
埋め込んで有してもよい。
【００８３】
　高温側入力の熱伝導性のヒートパイプケース１４は、上記高温側相転移物質１３内に埋
め込まれたチューブ部分を有している。上記ヒートパイプケース１４は、上記ヒートパイ
プの駆動用流体１５の狭い通路となるように設計された焼結された層１６を含んでもよい
。上記ヒートパイプケース１４は、上記高温側の出力である、熱伝導性のヒートパイプケ
ース１７と同様な、平坦で平滑な表面を有していてもよい。本各実施形態では、上記ヒー
トパイプは、絶縁性の箱（カスケット）１２を超えて延びていてもよい。
【００８４】
　同様に、低温側入力の熱伝導性のヒートパイプケース２０は、上記低温側相転移物質２
１内に埋め込まれたチューブ部分を有している。上記ヒートパイプケース２０は、上記ヒ
ートパイプの駆動用流体１５の狭い通路となるように設計された焼結された層１６を含ん
でもよい。
【００８５】
　上記ヒートパイプケース２０は、上記高温側の出力である、熱伝導性のヒートパイプケ
ース２０と同様な、平坦で平滑な表面を有していてもよい。本各実施形態では、上記ヒー
トパイプは、上記デバイスとは離れた位置の熱源からの熱エネルギーを上記デバイスに導
入する目的のために、絶縁性の箱（カスケット）１２を超えて延びていてもよい。
【００８６】
　上記高温側の相転移物質１３および上記低温側の相転移物質２１の双方の温度を決定す
るとき、自然に発生する、および／または、第１のアクションからの二次的な廃棄熱とし
て生じる、熱い、または、冷たいの最も極端な温度を利用してもよい。例えば、日中の平
均温度が高い、砂漠内の工場内に上記システムを設置する場合、そのような工場では、日
中の工場での操業において副産物として生じる熱を他の熱源にできる。上記熱は、上記高
温側の相転移物質１３を高温に維持させることに、および／または温度を上昇させること
に用いることができるので、より大きな温度差を達成し、維持することを容易化できる。
【００８７】
　例えば、図２１は、本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システム
の概略断面図である。図２１に示されるように、熱電加熱モジュール積層体２２は、高温
側入力の熱伝導性のヒートパイプケース１４に対して、ヒートパイプケース１４の平坦で
平滑な外表面に、熱伝導性であるが電気絶縁性のエポキシを用いて取り付けてもよい。上
記加熱は、収集源からの正の極性の入力電流２３を印加することによって生成されてもよ
い。
【００８８】
　また、熱電冷却ジュール積層体２４は、低温側入力の熱伝導性のヒートパイプケース２
０に対して、ヒートパイプケース２０の平坦で平滑な外表面に、熱伝導性であるが電気絶
縁性のエポキシを用いて取り付けてもよい。上記冷却は、収集源からの負の極性の入力電
流２５を印加することによって生成されてもよい。
【００８９】
　図２２は、本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断
面図である。図２２を参照すれば、直接的に収集可能な熱源が存在する場合、図２１に参
照された熱電加熱モジュール積層体２２を省くことができ、上記高温側入力の熱伝導性の
ヒートパイプケース１４を、高温の熱エネルギーの廃棄源に対して直接的に取り付けても
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よい。
【００９０】
　図２３は、本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断
面図である。図２３を参照すれば、直接的に収集可能な冷源が存在する場合、図２１に参
照された熱電冷却モジュール積層体２４を省くことができ、上記低温側入力の熱伝導性の
ヒートパイプケース２０を、低温の熱エネルギーの廃棄源に対して直接的に取り付けても
よい。
【００９１】
　図２４は、本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断
面図である。図２４を参照すれば、直接的に収集可能な熱源と共に直接的に収集可能な冷
源が存在する場合、図２１に参照された熱電加熱モジュール積層体２２および熱電冷却モ
ジュール積層体２４を省くことができ、上記高温側入力の熱伝導性のヒートパイプケース
１４を、高温の熱エネルギーの廃棄源に対して直接的に取り付け、上記低温側入力の熱伝
導性のヒートパイプケース２０を、低温の熱エネルギーの廃棄源に対して直接的に取り付
けてもよい。
【００９２】
　図２５は、本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断
面図である。図２５を参照すれば、定常的で安定な電気供給を達成するために、相転移物
質の量および温度差を維持するために追加のエネルギーを収集し、変換する必要性が、種
々の各応用例においてある程度にて存在する場合がある。
【００９３】
　収集された光電式の直流の電気エネルギー３０、収集された圧電式の直流の電気エネル
ギー３１、および、収集された電磁式の直流の電気エネルギー３２といった従来からの方
法や、他のタイプに沿った従来からの方法で収集したエネルギーは、熱電加熱機３３に電
力を供給できる。
【００９４】
　このように方法において、上記加熱機３３は、駆動用流体３４を沸騰させるように加熱
し、上記駆動用流体３４の気体を高温側ヒートパイプ３５内に導入し、上記気体の熱を高
温貯蔵部３８内に転送し、上記転送時に冷却されて、凝縮した駆動用流体３７として還流
される。
【００９５】
　本各実施形態では、上記方法は、駆動用流体４１を凍らせて冷却された駆動用流体４３
とするために冷却する熱電冷却機４０に電力を供給するために用いられてもよい。上記冷
却された駆動用流体４３は、低温側のヒートパイプ４２内に搬送され、その温度を低温貯
蔵部４５内に転送し、その転送時に加温され、加温された駆動用流体４４として観察され
るように還流される。
【００９６】
　本各実施形態では、上記プロセスは、熱電発電機４７の対向する両面とそれぞれ接触し
ている高温側伝熱３９と低温側伝熱４６との各温度を実質的に一定に維持する。上記熱電
発電機４７は、構成可能な、大きさが変更な、一定の、信頼性を有する再生可能な、直流
の出力の発電機を形成する。
【００９７】
　図２６は、本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの生成システムの概略断
面図であり、上記システムは、収集される熱源として廃棄核燃料棒を用いる。
【００９８】
　図２６では、廃棄核燃料棒エネルギー収集用変換器４９は、複数の各変換エネルギー変
換層にて、熱エネルギーを吸収し、電気エネルギーを生成している。本各実施形態では、
上記構成は、現在、使用されているコストのかかる水冷却方法と共に四重の安全カスケッ
トの提供を省くこと、または実質的に低減する。
【００９９】



(15) JP 2014-505453 A 2014.2.27

10

20

30

40

50

　図２６は、最外層の強化コンクリート外壁（例えば、強度が１４，５００ｐｓｉ）５０
から始まる多層構造を示している。上記強化コンクリート外壁５０の内壁にステンレス鋼
の内部内張層が設けられている。本各実施形態は、また、鉛が付加されたビニル外張り層
を含んでもよい。上記ビニル外張り層は、第２の強化コンクリート層（強度が８，０００
ｐｓｉ）にてコートされていてもよい。上記第２の強化コンクリート層は、ビツセン（bi
tuthene（登録商標））の外側保護層を有していてもよい。上記ビツセンは、低温接着性
で、ゴム化されたアスファルト／ポリエチレンの、地下構造のための標準的なタイプの防
水膜システムである。上記多層構造は、上記構造のトップとボトムとを含むアッセンブリ
ーの全体または実質的に一部の周囲に低温側相転移物質５１を多量に内包している。
【０１００】
　上記相転移物質は、低温側の駆動用流体（例えば、アンモニア、アセトン）５２を有す
る各ヒートパイプ（例えば、銅製の各ヒートパイプ）と組み合わされてもよい。上記各ヒ
ートパイプは、低温側相転移物質５１の底部領域を通る転送帯の下側を通って延びており
、ステンレス鋼の内部内張層を有する強度１４，５００ｐｓｉの最外層の強化コンクリー
ト層５０とはや接触していない。これにより、第１の熱電層のための熱電の冷熱転送位置
で最も可能な低温（または、少なくとも低温）を維持できる。上記熱電層は、例えば、図
１４に示されたような、低温側熱電発電機モジュールの積層体５３を含んでいてもよい。
上記積層体５３は、外側真空チェンバーを形成している、ＳｉＣセラミック製の外側シー
ルプラグ５４と接続されている。
【０１０１】
　本各実施形態では、ヘリウムガス５５が加えられ、第１の熱電層の「高温」側と、第２
の熱電層の「低温」側とを形成するようにしてもよい。第２の熱電層では、液体を気体に
変化させる、ＳｉＣがＨｇＣｄＴｅ：ＢからなるチェンバーとＨｇＣｄＴｅ：Ｐからなる
チェンバーとで交互に分離された、熱電リング５６を含んでいてもよい。
【０１０２】
　本各実施形態では、熱電リング５６は、外側真空チェンバー（ヘリウムガス５５を含ん
でもよい）内にて狭い空隙領域によって分離されていてもよい。上記外側真空チェンバー
は、第２の伝熱層の「高温」側と、第３で最終の伝熱層の「低温」側とを形成している。
上記第３で最終の伝熱層は、ＳｉＣ：Ｓｅからなるポストと、ＳｉＣ：Ｓｂからなるポス
トとが交互に分離された、高温側熱電リング５７が含まれてもよい。上記高温側熱電リン
グ５７は、ＳｉＣからなる第２の吸収壁と熱的に結合されている。上記第２の吸収壁は、
液体のＣＯ２である高温側の駆動用流体５８を用いる各焼結ヒートパイプと組み合わされ
ている。上記各焼結ヒートパイプは、低温側相転移物質５１の上部領域を通る転送帯の上
を延びていてもよい。上記各焼結ヒートパイプは、互いに隣接しない、４つのグループに
て組み合わされ、上記最外層の強化コンクリート外壁５０と同様に構成された上部ケース
内に進入して上部空洞を形成している。上記強化コンクリート外壁５０の内壁にステンレ
ス鋼の内部内張層および／または鉛が付加されたビニル外張り層を含んでもよい。また、
上記ビニル外張り層は、第２の強化コンクリート層（強度が８，０００ｐｓｉ）にてコー
トされていてもよい。上記第２の強化コンクリート外壁は、ビツセンの外側保護層を有し
ていてもよい。上記ビツセンは、低温接着性で、ゴム化されたアスファルト／ポリエチレ
ンの、地下構造のための標準的なタイプの防水膜システムである。上記システムでは、最
大発電量を大きくするために、燃料棒として使用される、中心で低温な、互いに異なる各
駆動用流体を使用できる。
【０１０３】
　上記チェンバーは、標準的な方法を用いて、燃料棒を除去、追加、置換のための二重保
護月の各ハッチを有するように設計されてもよい。本各実施形態では、上記チェンバーは
、中間の真空チェンバーを内包していてもよい。上記中間の真空チェンバーは、垂直方向
のチタン製の各シールプラグ６０と接続され、ＳｉＣからなる第１の吸収壁を内包してい
る。上記第１の吸収壁は、液体のＣＯ２である駆動用流体６１を用いる各ヒートパイプと
組み合わされている。上記各ヒートパイプは、低温側相転移物質５１の上部領域を通る転
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送帯の上側で延びていてもよい。上記各ヒートパイプは、互いに隣接しない、４つの各グ
ループにて互いに組み合わされ、上記最外層の強化コンクリート５０と同様に構成された
ケースの上部に進入して上部空洞を形成している。上記強化コンクリート外壁５０の内壁
にステンレス鋼の内部内張層および／または鉛が付加されたビニル外張り層を含んでもよ
い。また、上記ビニル外張り層は、第２の強化コンクリート層（強度が８，０００ｐｓｉ
）にてコートされていてもよい。上記第２の強化コンクリート外壁は、ビツセンの外側保
護層を有していてもよい。上記ビツセンは、低温接着性で、ゴム化されたアスファルト／
ポリエチレンの、地下構造のための標準的なタイプの防水膜システムである。上記システ
ムでは、最大発電量を大きくするために、内部に配置された廃棄核燃料棒の熱放射をより
均等にするために、ヘリウムガスが添加された内部真空チェンバー６２の広い領域を形成
し、燃料棒として使用される、中心で低温な、互いに異なる各駆動用流体を使用できる。
【０１０４】
　図２７は、本発明のさらに他の実施形態に係る熱電エネルギーの発電のデバイスの分解
斜視図である。図２７に示されるように、上記デバイスは、各ヒートパイプが組み込まれ
た高温側の各ヒートプレート６４と、各ヒートパイプが組み込まれた低温側の各ヒートプ
レート６５とを含む。部材番号６６は、熱電発電機のコア（核）である。また、上記デバ
イスは、ニクロム製のコイルヒーター６７と、外部シェル用の熱伝導性のストラップ（帯
状部）６８とを含む。インターフェース７０が、上記デバイスを、外部の廃棄熱源または
環境温度熱源に接続するために利用されてもよい。ケース７１が、相転移物質を貯蔵する
ために用いられてもよい。
【０１０５】
　本各実施形態では、上記熱電発電の技術のための他の応用例が、ナノ放射を注入し、人
体より少し低い温度の相転移物質が充填された。単一の、複数壁の各カーボンナノチュー
ブからなる送信機や、医療用の応用例のために微小ではあるが、必要な量の電気エネルギ
ーを発生すように、相転移物質と人体との間に設定されたナノスケールの熱電デバイスで
あってもよい。上記医療用の応用例としては、例えば、がん細胞への成長阻害剤の細胞レ
ベルでの医薬品デリバリーや、分析器および発信機の微小なシステムの埋め込みが挙げら
れる。
【０１０６】
　本各実施形態では、上記デバイスは、携帯装置（セルフォーン、コンピュータ、ディス
プレイなど）の分野において、収集される熱や環境温度のために使用されてもよく、また
、相転移物質を用いる熱エネルギーに対抗するものとして貯蔵するために、環境中の電磁
放射や振動を収集してもよく、その収集後、本各実施形態に記載の上記熱電方法を通して
変換してもよい。
【０１０７】
　本各実施形態では、上記デバイスは、携帯装置（セルフォーン、コンピュータ、ディス
プレイなど）の分野において、収集される熱や環境温度を用いて使用されてもよく、また
、相転移物質を用いる熱エネルギーに対抗するものとして貯蔵するために、環境中の電磁
放射や振動を収集してもよく、その収集後、上記熱電方法を通して変換して、本各実施形
態に記載のように、上記電気製品を冷却して、長寿命化および効率向上を図ってもよい。
【０１０８】
　本各実施形態では、上記デバイスは、電気オモチャの分野において、収集される熱や環
境温度を用いて、電気オモチャに電力を供給するために使用されることが可能であり、ま
た、相転移物質を用いる熱エネルギーに対抗するものとして貯蔵するために、環境中の電
磁放射や振動を収集してもよく、その収集後、本各実施形態に記載されているように、上
記熱電方法を通して変換してもよい。
【０１０９】
　本各実施形態では、上記デバイスは、手持ちの道具、例えば、ドリル、ルータ、ノコギ
リまたは他の一般的なバッテリーまたは電気線にて動作する装置に電力を供給するために
使用されてもよい。また、収集される、熱と環境温度は、相転移物質を用いる熱エネルギ
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ーに対抗するものとして貯蔵するために、環境中の電磁放射や振動を収集してもよく、そ
の収集後、上記熱電方法を通して変換し、および／または、本各実施形態に記載のように
、上記電気製品を冷却して、長寿命化および効率向上を図ってもよい。
【０１１０】
　本各実施形態では、上記デバイスは、緊急用、安全保障用および監視用の各システムの
ために使用される得て、複雑な配線またはバッテリーの必要性がないという利点を発揮し
得る。
【０１１１】
　本各実施形態では、上記デバイスは、ペースメーカー、補聴器、インシュリン注入装置
およびモニター移動装置といった健康管理の応用分野のために使用されて、電気エネルギ
ーの供給源を安定して有するという利点を発揮できる。
【０１１２】
　本各実施形態では、上記デバイスは、応用分野（冷却、加熱、クリーニング）のために
その分野の装置に電力を供給し、上記応用分野に求められるタスクを完了するために必要
な温度を提供することを、本各実施形態に記載な方法によって達成できる。
【０１１３】
　本各実施形態では、乗り物（例えば、自動車、航空機、船舶、ボート、列車、人工衛星
、軍用乗り物、モーターバイクおよび他の電力による搬送）は、上記乗り物に電力を供給
するために本発明のメソッド（方法）やデバイスを用いることができ、および／または、
本発明のデバイスを付随的なシステムとして、燃料の供給のために停止する必要無しにて
、限定されない範囲の長距離に使用することができる。上記使用は、船舶や航空機といっ
た乗り物は、一般に、より冷たい環境を通して移動するので、上記熱電的な転送ポイント
して人体や人の肌を用いることを、上記搬送企業に対してさらなる利点としても有する。
【０１１４】
　住居用、商用または工業用の建物において、本発明の変換方法および変換デバイスは、
電線網の使用（grid use）の直ちの停止と、居住者に対して暖房や冷房の提供と、廃棄用
のエネルギーの収集に必要な水と、熱エネルギーへの変換、熱エネルギーとしての貯蔵、
および必要に応じての熱エネルギーの電気エネルギーへの変換とが可能になる。
【０１１５】
　本各実施形態において、本発明の技術について最も関心を有する人たちは、一般に、高
エネルギーのユーザです。本各実施形態に記載の各方法を用いることは、電線網の使用の
直ちの停止と、上記最も関心を有する人たちの装置の冷却の提供をも可能にする。
【０１１６】
　本各実施形態では、上記本各実施形態に記載の収集、貯蔵および変換の各方法を用いて
、小型の発電機を、個々の固定の装置に取り付けた場合、照明を線無しにできる。
【０１１７】
　本各実施形態では、都市部での垂直方向の農業が、本発明の変換方法を用いて実現され
得る。上記農業は、電線網の使用の直ちの停止と、空調される農産物に対する暖房や冷房
の提供と、廃棄用のエネルギーの収集に必要な水と、熱エネルギーへの変換、熱エネルギ
ーとしての貯蔵、および必要に応じての熱エネルギーの電気エネルギーへの変換とが可能
になる。
【０１１８】
　高容量の空気の取入れを可能にし、上記取り入れた空気を凝縮チェンバー内にて凝縮さ
せて水分を抽出することが、低コストで、クリーンエネルギーの解決法である、乾燥した
気候において、水は、容易に収集され得る。上記抽出方法は現時点で実行可能な一方、現
在のイネルギーコストは、上記抽出方法を実行するには高すぎる。
【０１１９】
　本各実施形態では、上記デバイスは、大きな工場施設において利用され得る。工場内で
は、廃棄用の熱エネルギーを貯蔵できず、上記熱エネルギーを電気的に移動できず、上記
熱エネルギーを再利用する方法が無い、冷却や加熱のための大きな量のエネルギーを、現
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在、使用している。
【０１２０】
　本各実施形態では、海上の大きな建物は、海洋生物の死骸の残存骨格を引きつける、電
流を配線フレームを通して流すことによって、達成され得る。
（各実施例）
　熱エネルギーを電気エネルギーに変換するためのシステムは、熱電発電機と、上記熱電
発電機の第一側面に接している高温貯蔵部と、上記熱電発電機の第二側面に接している低
温貯蔵部と、上記高温貯蔵部を高温にて維持するための高温再生機と、上記低温貯蔵部を
低温にて維持するための低温再生機とを備える。上記高温貯蔵部および上記低温貯蔵部の
温度の違いが、上記電気エネルギーを生成する上記熱電発電機の上記第一側面および上記
第二側面の間の温度差を形成している。
【０１２１】
　上記高温貯蔵部および低温貯蔵部の少なくとも一方は、相転移物質である。
【０１２２】
　上記システムは、直流を生成する。
【０１２３】
　上記システムは、小型の電気装置（例えば、携帯電話、カメラ、照明、タブレット、コ
ンピュータ、リモート制御装置、テレビ、ＭＰ３プレーヤ、時計など）に電力を供給する
ために用いられる。
【０１２４】
　上記システムは、乗り物が、燃料の最重点を要求しないように、上記乗り物に電力を供
給するために用いられる。
【０１２５】
　上記システムは、電線網により伝送される電力を補助するために用いられる。
【０１２６】
　上記システムは、水本体の環境温度を用いて、船つまり船舶に対して電力を供給するた
めに用いられる。
【０１２７】
　上記システムは、上記システムの一部で、発電を行う、または、発電を行わないで、加
熱または冷却を提供するために用いられる。
【０１２８】
　上記高温再生機は、上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差を形成するために、一側
面上に上記高温貯蔵部を用い、上記一側面と異なる他の側面に環境温度を用いる熱電発電
機を備える。上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差が、電気エネルギーを生成してい
る。
【０１２９】
　上記高温再生機の電気エネルギーは、上記高温貯蔵部を高温に保つためのヒーターに電
力を供給するように用いられている。
【０１３０】
　上記低温再生機は、上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差を形成するために、一側
面上に上記低温貯蔵部を用い、上記一側面とは他の側面上に環境温度を用いる熱電発電機
を備える。上記熱電発電機を横切る方向の間の温度差が電気エネルギーを生成している。
【０１３１】
　上記低温再生機の電気エネルギーは、上記低温貯蔵部を低温に保つための冷却装置に電
力を供給するように用いられている。
【０１３２】
　本明細書の各実施形態の記載では、本明細書の記載を簡素化し、１以上の種々な記載さ
れた各観点の理解を図る目的のため、種々な特徴が時には単一の実施形態、単一の図面ま
たは単一の記載に共にグループ化、つまり、まとめて記載されているされている。しかし
ながら、本明細書の上記記載方法は、本願の各請求項に記載の発明は、各請求項のそれぞ
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として解釈されるべきではない。
【０１３３】
　むしろ、以下に示す各請求項が示すように、本発明の各観点が、前述した単一の実施形
態の各特徴の全てより狭い場合があってもよい。それゆえ、本詳細な説明に続いて記載さ
れる本願の各請求項は、本詳細な説明に組み込まれ、それら自身が本明細書の他の実施形
態として成り立っている。
【０１３４】
　その上、本明細書内に記載されたいくつかの各実施形態は、他の各実施形態に含まれた
ある特徴を含み、他の特徴を含まない一方、互いに異なる各実施形態の各特徴の各組み合
わせは、本明細書の発明の権利範囲内であることを意味し、当業者であれば理解されるよ
うに、別の各実施形態を形成する。
【０１３５】
　本明細書は、本明細書に記載の各実施形態についての参照は特定であるが、上記参照の
変形例や変更例は、以下の各請求項の精神と権利範囲内にて有効なものにできる。
（本願と関連する各出願との相互参照）
　本願は、２０１０年１１月１６日に提出された米国の仮出願第６１／４１３，９９５号
、および、２０１１年９月８日に提出された米国の仮出願第６１／５３２，１０４号に基
づく優先権を主張する。本願は、また発明の名称「ＬＥＤ照明を提供するためのシステム
、メソッドおよび／または装置」である、２０１１年１１月１６日に提出された国際出願
ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／０６０９３７号に関連する。上記各出願のそれぞれの全体は、参
照により本明細書に組み込まれる。

【図１】 【図２】



(20) JP 2014-505453 A 2014.2.27

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(21) JP 2014-505453 A 2014.2.27

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(22) JP 2014-505453 A 2014.2.27

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(23) JP 2014-505453 A 2014.2.27

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(24) JP 2014-505453 A 2014.2.27

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(25) JP 2014-505453 A 2014.2.27

【図２５】 【図２６】

【図２７】



(26) JP 2014-505453 A 2014.2.27

10

20

30

40

【国際調査報告】



(27) JP 2014-505453 A 2014.2.27

10

20

30

40



(28) JP 2014-505453 A 2014.2.27

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

(74)代理人  110000338
            特許業務法人ＨＡＲＡＫＥＮＺＯ　ＷＯＲＬＤ　ＰＡＴＥＮＴ　＆　ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ
(72)発明者  ラング，ダニエル，スチュワート
            アメリカ合衆国，８９１０９　ネバダ州，ラスベガス，スイート　３２０２，パラダイス　ロード
            　２７７７


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

